
  
「松戸市こども誰でも通園制度」の申請

「松戸市こども誰でも通園制度」は松戸市に住民登録がある生後6か月から満3歳未満で、認可保育所（園）、幼稚園、

認定こども園、小規模保育施設、企業主導型保育事業所に通っていないこどもを対象とします。 

=はじめに= 

申請の大まかな流れ 

① 松戸市オンライン申請システムから申請 

 

総合支援システムを利用するためには「松戸市オンライン申請システム」から 

松戸市に申込み、「認定」を受け「総合支援システム」のアカウントを取得してください。 
利用したいと思ったら 

松戸市オンライン 

申請システムから申請 

総合支援システムの 

アカウント取得 

総合支援システムへ 

ログイン 

   
初回面談予約 

 

二次元コードを読み込んでください 

 

申請の入力・送信をしてください 

 

受付完了・確認中のメールが届きます 

 

重要 

② 総合支援システムのアカウント取得 

ここをクリックすると 

「総合支援システム」の 

ログイン画面に飛びます 

パスワード設定 

 １０文字以上 

 

 

 

 

 

３種類以上含 

・数字 

・大文字 

・小文字 

・記号 

ログイン ID 

➡メールアドレス 

パスワード 

➡１０文字以上 

ログインすると、登録したメール

アドレスにワンタイムパスワード

が送信されます 

③ 総合支援システムへログイン 

利用者情報登録をしてください 

④ 利用したい施設へ初回面談の申込み 利用の前に必ず初回面談が必要となります 

申込をした施設から 

面談日時が送信されます。 

希望の施設を選び… 利用するお子さんを指定… 施設コメントを確認… 面談希望日時を記入… 

申請後２週間程度で 

このメールが届きます 

 

忘れず確認してください 
 

初回面談実施 

利用予約 

利用 

松戸市こども誰でも通園制度 申請に関するお問い合わせ：松戸市 子ども部 保育課 ０４７-３６６-７３５１ 
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